
担当部局

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

見込 ５１，７６３人日 ５２，７８６人日 ５３，８２８人日

実績 ５４，８９１人日 ５５，８５０人日

見込 ２，７８３人 ２，８３８人 ２，８９４人

実績 ２，８１５人 ２，８５５人

見込 ２７８人日 ２９９人日 ３２１人日

実績 ２５２人日 ２２３人日

見込 １３人 １４人 １５人

実績 １３人 １１人

見込 ２，８６８人日 ２，９１７人日 ２，９１７人日

実績 ２，６７９人日 ２，７０９人日

見込 １７６人 １７９人 １７９人

実績 １７３人 １７５人

見込 ７，３５２人日 ８，７１９人日 １０，０８５人日

実績 ６，１６６人日 ６，１１０人日

見込 ４２５人 ５０４人 ５８３人

実績 ３７１人 ３５７人

見込 １７，９２２人日 ２０，４４０人日 ２３，８６８人日

実績 １７，０９７人日 １７，９９５人日

見込 ８８２人 １，００２人 １，１７０人

実績 ８５２人 ９０１人

見込 ３５，７１６人日 ３８，６７１人日 ４２，４５３人日

実績 ３１，６８７人日 ３４，０１２人日

見込 １，８１３人 １，９６３人 ２，１５５人

実績 １，８５４人 ２，００４人

見込 ２８１人 ２８１人 ２８１人

実績 ２７８人 ２７１人

見込 ２，４４９人日 ２，７１５人日 ３，０１５人日

実績 ２，７７４人日 ３，０４０人日

見込 ３４５人 ３７２人 ４０２人

実績 ４３０人 ４９７人

見込 ９２８人 １，００４人 １，０８６人

実績 １，０１２人 １，０８４人

見込 １，４１３人 １，３９９人 １，３８３人

実績 １，４９１人 １，４７５人

第４期北九州市障害福祉計画の目標等の管理シート

保健福祉局　障害福祉部

― （５）その他の活動指標

計
画
（
Ｐ
）
→
実
施
（
Ｄ
）

目標値 下記　活動指標の見込量のとおり

活動指標
（内容）

○活動指標の一覧

(１)訪問系サービス
　※サービス量：各年度の月平均利用時間数（時間/月）、利用人数：各年度の月平均利用人数（人/月）

居宅介護

サービス量
見込 ４０，７４２時間 ４２，５１４時間 ４４，４３１時間

重度訪問介護
実績 ４０，３３４時間

実績 １，７４１人 １，８０３人

４０，７３５時間同行援護

行動援護
利用人数

見込 １，７４３人 １，８６２人 １，９９３人

重度障害者等包括支援

自立訓練
（機能訓練）

サービス量

利用人数

自立訓練
（生活訓練）

サービス量

利用人数

(２)日中活動系サービス　※サービス量：各年度の月平均利用時間数（月平均利用人数×一人当たりの
月平均利用日数）、利用人数：各年度の月平均利用人数（人/月）

生活介護

サービス量

利用人数

就労継続支援（B型）
《非雇用型》

サービス量

利用人数

療養介護 利用人数

短期入所

サービス量

就労移行支援

サービス量

利用人数

就労継続支援（A型）
《雇用型》

サービス量

利用人数

利用人数

(３)居宅系サービス　※利用人数：各年度の月平均利用人数（人/月）

共同生活援助
（グループホーム）

利用人数

施設入所支援 利用人数

資料 ４－２ 
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見込 ７，４６２人日 ８，１４０人日 ８，４６７人日

実績 ８，２００人日 ７，７４６人日

見込 ５５３人 ６００人 ６２１人

実績 ６４５人 ６００人

見込 １３，１０５人日 １５，５７１人日 １７，８３７人日

実績 １４，８６５人日 １８，２５１人日

見込 １，１２７人 １，３１６人 １，４８２人

実績 １，２６５人 １，４７３人

見込 １９６人日 ２２５人日 ２５９人日

実績 ８３人日 ７６人日

見込 １４２人 １４２人 １４２人

実績 ７４人 ７１人

見込 ７８人 ８０人 ８４人

実績 ６９人 ６６人

見込 ２７人 ２７人 ２７人

実績 ２８人 ２４人

見込 ８，６５７人 ８，９９１人 ９，３９４人

実績 ６，４１８人 ７，３２４人

見込 ２４人 ２６人 ３０人

実績 ４０人 ３４人

見込 ８５人 ９２人 １００人

実績 ５９人 ６９人

見込 １，５７８人 １，８１１人 １，９８１人

実績 １，３３９人 １，７７６人

見込 １箇所 １箇所 １箇所

実績 １箇所 １箇所

見込 有 有 有

実績 有 有

見込 有 有 有

実績 有 有

見込 有 有 有

実績 有 有

見込 １２人 １３人 １４人

実績 ８人 ７人

見込 有 有 有

実績 有 有

見込 ２箇所 ２箇所 ２箇所

実績 ２箇所 ２箇所

見込 １，２６０人 １，４１５人 １，５９０人

実績 １，０１１人 ９２９人

見込 ７箇所 ７箇所 ７箇所

実績 ６箇所 ７箇所

見込 １０箇所 １０箇所 １０箇所

実績 ９箇所 ９箇所

見込 ２０人 ２０人 ２０人

実績 １７人 １７人

利用人数

サービス量

利用人数

福祉型障害児入所支援 利用人数

医療型障害児入所支援 利用人数

基幹相談支援センター
等機能強化事業

(６)障害児相談支援　※利用人数：各年度の計画策定人数（人/年）

障害児相談支援 利用人数

(７)地域生活支援事業

　①相談支援事業

障害者相談支援事業
（障害者基幹相談支援
センター）

箇所数

有無

計
画
（
Ｐ
）
→
実
施
（
Ｄ
）

活動指標
（内容）

(４)児童福祉法に基づく障害児支援　※サービス量：各年度の月平均利用日数（月平均利用人数×一人
当たりの月平均利用日数）、利用人数：各年度の月平均利用人数（人/月）

児童発達支援

サービス量

利用人数

放課後等デイサービス

サービス量

利用人数

保育所等訪問支援

(５)相談支援（計画相談支援、地域相談支援）　※利用人数：各年度の計画策定人数（人/年）

計画相談支援 サービス量

地域移行支援 利用人数

地域定着支援

成年後見制度法人後見
支援事業

有無

　②発達障害者支援センター運営事業　※利用人数：各年度の利用人数（人/年）

発達障害者支援セン
ター運営事業

箇所数

利用人数人
数

有無

住宅入居等支援事業
（居住サポート事業）

有無

成年後見制度利用支援
事業

利用人数

　⑤福祉ホーム

福祉ホーム 利用人数

　③障害児療育支援事業

障害児等療育支援事業 箇所数

　④地域生活支援センター

地域活動支援センター 箇所数

2 ページ



見込 １３５件 １４９件 １６４件

実績 １０１件 ７７件

見込 ４６５件 ４８６件 ５０７件

実績 ４０６件 ４１３件

見込 ３５８件 ３６６件 ３７４件

実績 ３０５件 ３２１件

見込 ３８０件 ３９５件 ４１０件

実績 ３９２件 ３１１件

見込 １０，９９９件 １１，２２０件 １１，４４６件

実績 １０，９５５件 １１，２２５件

見込 ３８件 ３９件 ４０件

実績 ２８件 １８件

見込 ８８，５０４時間 ８９，７５８時間 ９１，０３４時間

実績 ９０，６４８時間 ８７，８６６時間

見込 ５６９人 ５７３人 ５７７人

実績 ５９１人 ５９５人

見込 ６，１７３回 ６，２８２回 ６，３９５回

実績 ５，４７３回 ５，６５８回

見込 １４８人 １５０人 １５２人

実績 １３６人 １３０人

見込 ２２件 ２３件 ２４件

実績 ２２件 ２３件

見込 ２４件 ２５件 ２６件

実績 ２５件 １８件

見込 ３，７２１件 ３，９０７件 ４，１０２件

実績 ３，２６８件 ２，９５２件

見込 ２４０件 ２５２件 ２６５件

実績 ２５８件 ２１３件

見込 １３８件 １４５件 １５２件

実績 ２０６件 ２２７件

見込 ５５５人 ５８３人 ６１２人

実績 ５７６人 ５８３人

見込 １７箇所 １８箇所 １９箇所

実績 ２１箇所 ２４箇所

見込 １７人 （１７人） １８人

実績 １１人 ７人

見込 １０人 （１０人) １１人

実績 １１人 ７人

見込 ７６人 ８０人 ８４人

実績 ９１人 ８０人

見込 ８人 ９人 １０人

実績 ２１人 ２２人

見込 １６人 （１６人） １７人

実績 ８人 ９人

見込 １４人 （１４人） １５人

実績 １３人 －

見込 ８人 ９人 １０人

実績 ９人 ８人

　⑥日常生活用具給付等事業　※給付又は貸与件数：各年度の年間件数（件/年）

介護・訓練支援用具
給付又は貸
与件数

自立生活支援用具
給付又は貸
与件数

住宅改修費 利用人数

　⑦移動支援事業
　　※サービス量：各年度の延べ利用時間（時間/年）、利用人数：各年度の月平均利用人数（人/月）

移動支援事業

サービス量

利用人数

在宅療育等支援用具
給付又は貸
与件数

情報・意思疎通支援用
具

給付又は貸
与件数

排泄管理支援用具
給付又は貸
与件数

改造助成 サービス量

　⑩意思疎通支援事業

手話通訳者派遣事業 派遣件数

要約筆記者派遣事業 派遣件数

　⑧日中一時支援事業(日帰りショートステイ事業)
　　※サービス量：各年度の延べ利用回数（回/年）、利用人数：各年度の月平均利用人数（人/月）

日中一時支援事業（日
帰りショートステイ）

サービス量

利用人数

　⑨自動車運転免許取得・改造助成事業　※サービス量：各年度の延べ利用件数（件/年）

運転免許取得助成 サービス量

パソコンサポーター養
成・派遣事業

養成人数

計
画
（
Ｐ
）
→
実
施
（
Ｄ
）

活動指標
（内容）

手話通訳者養成事業 養成人数

要約筆記者養成事業 養成人数

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー養成事業

養成人数

　⑫奉仕員養成研修

点訳奉仕員養成事業 養成人数

朗読奉仕員養成事業 養成人数

手話奉仕員養成事業 養成人数

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー派遣事業

派遣件数

　⑪スポーツレクリエーション教室開催等事業

障害者スポーツ大会 参加人数

障害者スポーツ教室 箇所数
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(１)訪問系サービス

居宅介護

行動援護

(２)日中活動系サービス

生活介護

自立訓練
（機能訓練）

重度障害者等包括支援

当初目標に近い実績であり、今後も引き続き高いニーズがあると考えま
す。
利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。

重度訪問介護

同行援護

自立訓練
（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（A型）
《雇用型》

就労継続支援（B型）
《非雇用型》

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。

標準利用期間（2年間）があり、順次利用者が入れ替わるため、利用状況
に変動が生じるため見込みを下回る要因の一つと考えられますが、全体
としては順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。

標準利用期間（2年間）があり、順次利用者が入れ替わるため、利用状況
に変動が生じるため見込みを下回る要因の一つと考えられますが、全体
としては順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。

適切なサービス利用が行われています。利用者数の動向については、標
準利用期間が設定されており、順次利用者が入れ替わるため、利用状況
に変動が生じることが見込みを下回る要因の一つと考えられます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。

見込を下回っていますが、順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。

見込を下回っていますが、順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。
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福祉型障害児入所支援

保育所等訪問支援

放課後等デイサービス

27年度は見込を下回っていますが、様々な問題で施設入所を必要とする
障害児は大きく減ることはないので、事業所への助言や指導など支援の
向上に向けた対応も踏まえて、引き続き支援を行なっていきます。
また

(４)児童福祉法に基づく障害児支援

児童発達支援

ほぼ見込と同じ利用数となっていますが、サービス利用は順調に推移し
ていますので、施設入所を必要とする障害児の支援を引き続き行ってい
きます。

医療型障害児入所支援

地域移行にむけた国の施策に沿って目標値を設定していますが、目標は
達成できておりません。
主な要因として、障害支援区分の高い入所者が多い事や家族等の介護者
の高齢化などが考えられます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において障害者総合支援法改正の手続き（平成３０
年４月施行）が検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性
があり、国の動向に注視していく必要があります。

児童発達支援については、発達障害に対する理解や認知の広がりにより
年々増加する傾向となっており、順調にサービスの利用が行われていま
す。

短期入所

療養介護

順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。

(３)居宅系サービス

共同生活援助
（グループホーム）

施設入所支援

当初目標に近い実績であり、今後も、引き続き高いニーズがあると考え
ます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。
障害者総合支援法の施行３年後の見直しが実施される等、新たな対応等
が必要となる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

グループホーム利用者数は着実に増加しており、順調に進んでいます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。

放課後等デイサービスについては、制度の認知度が上がり年々増加する
傾向となっており、順調にサービスの利用が行われています。
また利用者の増加に合わせて事業所も増えており、事業所への助言や指
導など支援の質の向上に向けた対応も増えていくものと考えられます。

一人ひとり時間を掛け丁寧に対応した結果、見込みを下回る要因の一つ
と考えられますが、全体的に支援事業は順調に行われています。
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(６)障害児相談支援

障害児相談支援

　①相談支援事業

障害者相談支援事業
（障害者基幹相談支援
センター）

見込量は、障害児通所支援の支給決定者数を対象者とし、全員が障害児
相談支援を利用することを指標としています。
平成27年度末現在の対象者は2,059人で障害児相談支援利用者は、1,339
人（65％）となっているが、セルフプランによる者も含めると2,059人
（100％）であり順調に推移しています。

第７期市民後見人養成研修（実務研修）を実施し、新たに受講者１０名
が研修を修了したことにより、研修修了者は１１６人となり順調に増加
しています。

(７)地域生活支援事業

(５)相談支援（計画相談支援、地域相談支援）

成年後見制度利用支援
事業

成年後見制度法人後見
支援事業

相談件数は、前年度増（H26年度　相談者数：380人、延べ相談件数：
1,184件　→　H27年度　相談者数：393人、延べ相談件数：1,276件）と
なっており、順調なサービス利用が行われています。

基幹相談支援センター
等機能強化事業

住宅入居等支援事業
（居住サポート事業）

制度利用者数は、新たに開始した件数が8件で、昨年度から引き続き実施
し申立を行なった件数は、11件であり、順調に推移してきています。今
後も制度を分かりやすく周知し、成年後見制度の申し立てが必要な障害
者を制度につなげられるよう努めます。

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

個別サービスである計画相談支援の導入に伴い、基幹相談支援センター
のみで対応していたものが減少したため、延べ相談件数は前年度よりや
や減少しています（H26年度24,561件→H27年度21,870件）が、広報活動
の促進や、各種研修会を開催することで障害者基幹相談支援センターの
知名度は高くなっており、順調に障害者及び家族等の悩みなどに対応す
ることができていることから、順調なサービス利用が行われています。

見込量は、全障害福祉サービスの支給決定者数を対象者とし、全員が計
画相談支援を利用することを指標としています。
平成27年度末現在の対象者は8,788人で計画相談支援利用者は、6,418人
（73％）となっているが、セルフプラン、介護ケアプランによる者も含
めると8,452人（96.2％）であり順調に推移しています。

順調なサービス利用が行われています。

地域移行支援については年々増加傾向にあり、精神科病院等での制度の
認知度が上がってきていると思われます。
精神科病院からの地域移行において、指定一般相談支援事業者と精神科
病院の退院後生活環境相談員とのさらなる連携が必要となってきます。

支給決定者数は、見込量に達していないものの順調に推移しています。
地域移行支援が増加傾向にあるため地域定着支援についても今後増加し
ていくものと推測されます。

地域定着支援については、利用者数が横ばいとなっていますが、地域移
行支援については年々増加傾向にあり、精神科病院等での制度の認知度
が上がってきていると思われます。
精神科病院からの地域移行において、指定一般相談支援事業者と精神科
病院の退院後生活環境相談員とのさらなる連携が必要となってきます。

個別サービスである計画相談支援の導入に伴い、基幹相談支援センター
のみで対応していたものが減少したため、延べ相談件数は前年度よりや
や減少しています（H26年度24,561件→H27年度21,870件）が、広報活動
の促進や、各種研修会を開催することで障害者基幹相談支援センターの
知名度は高くなっており、順調に障害者及び家族等の悩みなどに対応す
ることができていることから、順調なサービス利用が行われています。

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

6 ページ



障害児等療育支援事業

発達障害者支援セン
ター運営事業

ほぼ見込量を達成しており、事業は順調に推移していると考えます。こ
れまで同様制度の周知に努め、給付件数の増加を目指します。

順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。

H27年度の目標数に達していませんが、外部から講師依頼を受けた研修は
H26年度と比べ４回多い３２回開催しています。また、研修の参加者延べ
人数もH26年度から６２８人増加した2,198人となっています。
普及啓発及び研修を行うことで、発達障害の理解が進み、「つばさ」以
外の支援者、支援機関が増加しており、その結果「つばさ」への相談は
目標数まで達していない可能性も考えられ、発達障害者支援全体を考え
ると、支援体制は向上していると考えられます。
引き続き、各種相談のほか、発達障害支援者の育成に力を入れていきま
す。

順調なサービス利用が行われています。

平成23年10月から視覚障害者に対する移動支援事業が公的サービスの
「同行援護」に移行したため、当初目標に対する実績の伸びが鈍化しま
したが、平成27年度の数値目標である88,504時間を超えてきており、目
標達成状況は順調です。

　⑥日常生活用具給付等事業

介護・訓練支援用具

自立生活支援用具

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

　⑤福祉ホーム

当初目標に近い実績であり、一定の成果を得ていると考えます。
サービス提供体制の充実（良質なサービス提供）のため、事業者への助
言や指導等が必要です。
引き続き、障害者に創作的活動などの機会の提供、社会との交流の促進
を実施する地域活動支援センターに助成等を行っていきます。

年度末における利用者数は目標とする値に対して未達成ですが、年度中
途においては目標に達している月もあり、全体としては概ね目標どおり
達成していると判断します。

現在、市内には福祉ホームが２ヶ所（定員各10名）となっています。市
内においては、グループホーム等の設置も増加しており、地域における
福祉ホームとしての役割は果たされていると考えます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。

　⑦移動支援事業

移動支援事業

住宅改修費

　③障害児療育支援事業

　②発達障害者支援センター運営事業

福祉ホーム

　④地域活動支援センター

地域活動支援センター

実施施設が１施設減少したものの、利用者は増加傾向にあり、順調に推
移していると考えます。

在宅療育等支援用具

情報・意思疎通支援用
具

排泄管理支援用具
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改造助成

　⑨自動車運転免許取得・改造助成事業

　⑪スポーツレクリエーション教室開催等事業

障害者スポーツ大会

順調なサービス利用が行われています。

平成27年度はの派遣件数は206件で、年々増加しており、事業に対する
ニーズが高まっていると考えられます。

順調なサービス利用が行われています。

北九州市障害者スポーツ大会の参加者数については、例年500人前後で推
移しています。更なる参加者の増加に向けて、巡回スポーツ教室などで
スポーツ人口の拡大を図ります。

スポーツ大会や教室の開催については、より参加者のニーズに合ったも
のとする必要があります。

手話通訳者派遣事業

要約筆記者派遣事業

運転免許取得助成

　⑩意思疎通支援事業

順調なサービス利用が行われています。

年度により助成件数に変動がありますが、助成件数は概ね見込みどおり
で推移しています。

順調なサービス利用が行われています。

障害者スポーツ教室

日中一時支援事業（日
帰りショートステイ）

　⑧日中一時支援事業(日帰りショートステイ事業)

平成２７年度の派遣件数は３，２６８人で、見込数：３，７２１人を下
回っています。平成２８年４月から施行された「障害者差別解消法」に
より、障害者の社会参加活動が活発になることが予想され、派遣件数が
増加する可能性があるため、今後も実績数の把握に努めます。

派遣件数は増加傾向にあり、今後も引き続き高いニーズがあると考えま
す。

順調なサービス利用が行われています。

会議やセミナー等の団体利用も増えていますが、個人利用が特に増加し
ており、派遣件数は増加傾向にあります。

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー派遣事業

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

放課後等デイサービス等、法定サービスの充実により、利用実績は減少
していますが、事業は順調に推移していると考えます。

前年度の利用者数は144人/月で、微減していますが、前年度とほぼ同等
の利用実績となっており、事業は順調に推移していると考えておりま
す。

順調なサービス利用が行われています。

北九州市障害者スポーツ大会の参加者数については、例年500人前後で推
移しています。更なる参加者の増加に向けて、巡回スポーツ教室などで
スポーツ人口の拡大を図ります。

スポーツ大会や教室の開催については、より参加者のニーズに合ったも
のとする必要があります。
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平成２７年度の修了者は１１人で、見込数：１７人を下回っています。
引き続き、受講者・修了者の確保のため、事業の周知を図っていきま
す。

平成27年度は、11名が受講し11名が修了しました。養成講座のみでは不
十分なため、スキルアップのための講習会も実施しています。

　⑫奉仕員養成研修

点訳奉仕員養成事業

朗読奉仕員養成事業

順調なサービス利用が行われています。

平成27年度は、31名が受講し28名が修了しました。受講者・修了者の拡
大に向けて、引き続き事業の周知を行います。

平成２６・２７年度の修了者数は８人で、見込数：１６人を下回ってい
ます。受講者・修了者の確保のため平成２８年度からは、受講者の負担
軽減を目的として、養成期間を従来の２ヵ年から１ヵ年に変更して実施
しています。

支援計画上の指標は要約筆記奉仕員の養成ですが、平成24年度から、法
律の改正に伴い、要約筆記者の養成を２ヵ年（前期・後期）で実施し、
平成26、27年度の2年間で8名が修了しました。平成28年度からは、受講
者の確保のため養成期間を1年間に変更して実施しています。

手話奉仕員養成事業

手話通訳者養成事業

要約筆記者養成事業

順調なサービス利用が行われています。

平成27年度は、12名が受講し11名が修了しました。養成講座のみでは不
十分なため、スキルアップのための講習会も実施しています。

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー養成事業

順調なサービス利用が行われています。

平成27年度は、132名が受講し91名が修了しました。受講者・修了者の拡
大に向けて、引き続き事業の周知を行います。

パソコンサポーター養
成・派遣事業

平成２７年度の修了者は８人で、見込数：１４人を下回っています。引
き続き、受講者・修了者の確保のため、事業の周知を図っていきます。

平成27年度は、10名が受講し、8名が修了しました。平成28年度について
は、既登録者を対象とした研修を実施する予定です。
修了者数の着実な増加を図る必要があります。

順調なサービス利用が行われています。

パソコンサポーターは、概ね見込みどおり養成しています。
情報通信技術の発展を充分に活用できるよう、情報収集に努める必要が
あります。
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評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

(１)訪問系サービス

(２)日中活動系サービス

(３)居宅系サービス

(４)児童福祉法に基づく障害児支援

(５)相談支援（計画相談支援、地域相談支援）

○　相談窓口を一箇所にまとめようということで基幹相談支援センターができたという経緯
　　があります。今、いろいろなところで新しい拠点ができていますが、基幹相談支援セン
　　ターとの連携を進めて欲しいです。

○　発達障害者は、言葉の周知度は広がりましたが、外見では障害者と分かりにくく、地域
　　や職場で発達障害であることをオープンにするかどうか難しい問題と抱えています。
　　誤解されることも多く、生きづらさを感じていることが未だに多いので、今後も支援を
　　進めて欲しいです。

○　ＩＴ化に伴うサポート制度と併せて、行政側も情報などの提供方法について学ぶ機会を
　　作り、情報保障、アクセシビリティの充実を進めて欲しいです。ＩＴを含め、生活環境
　　の変化に即した支援が必要です。支援員の要請人数を含め、確認して欲しいです。

(６)障害児相談支援

(７)地域生活支援事業

協議会
等意見
【評価等
に対す
る意見】

　(　特になし　)

○　重度障害者支援は、施設入所者の地域移行には欠かせません。
　　ぜひ、推進して欲しいです。

○　就労継続支援Ａ型・Ｂ型から一般就労への移行も進んでいるとのことです。
　　就労継続支援Ａ型、Ｂ型を含めてさまざまな支援で、就労全体を支援して欲しいです。

○　今後もグループホームの需要は高まってくると思うので、引き続き、事業所への助言や
　　指導を続けて欲しいです。また、グループホームには、重度障害者、高齢化に特化した
　　ものも必要ではないでしょうか。

○　数字は目標値に達成していますが、質の問題もあります。利用者のニーズ調査などを含
　　めていきながら、よりよいサービスを提供することが必要です。

○　相談窓口を一箇所にまとめようということで基幹相談支援センターができています。
　　一層、連携を進めて欲しいです。
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平
成
２
７
年
度

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

(１)訪問系サービス

居宅介護

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

(２)日中活動系サービス

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービスの支給決
定の実施等に努めます。

(３)居宅系サービス

共同生活援助
（グループホーム）

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

生活介護
今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

自立訓練
（機能訓練）

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

自立訓練
（生活訓練）

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

就労移行支援
今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

就労継続支援（A型）
《雇用型》

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

福祉型障害児入所支援
利用者へ適切なサービスが提供されるよう、事業所への支援の質の向上
に向けた助言や指導などに努めていきます。

医療型障害児入所支援
利用者へ適切なサービスが提供されるよう、事業所への支援の質の向上
に向けた助言や指導などに努めていきます。

改善
（A）

【次年度
におけ
る取組

等】

施設入所支援
今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

(４)児童福祉法に基づく障害児支援

児童発達支援
利用者へ適切なサービスが提供されるよう、事業所への支援の質の向上
に向けた助言や指導などに努めていきます。

放課後等デイサービス
利用者へ適切なサービスが提供されるよう、事業所への支援の質の向上
に向けた助言や指導などに努めていきます。

保育所等訪問支援
利用者へ適切なサービスが提供されるよう、事業所への支援の質の向上
に向けた助言や指導などに努めていきます。

就労継続支援（B型）
《非雇用型》

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

療養介護
今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

短期入所
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障害児等療育支援事業

(５)相談支援（計画相談支援、地域相談支援）

計画相談支援
自立支援協議会で開催する連絡会議や研修会を通じて指定特定相談支援
事業者に対し、利用者に対し十分な支援ができるよう能力のレベルアッ
プを図るとともに、関係機関との連携強化を進めます。

地域移行支援
自立支援協議会で開催する連絡会議や研修会を通じて指定一般相談支援
事業者に対し、申請者に対し十分なサービス提供ができるよう能力のレ
ベルアップを図ります。

地域定着支援
自立支援協議会で開催する連絡会議や研修会を通じて指定一般相談支援
事業者に対し、申請者に対し十分なサービス提供ができるよう能力のレ
ベルアップを図ります。

(６)障害児相談支援

障害児相談支援
自立支援協議会で開催する連絡会議や研修会を通じて指定障害児相談支
援事業者に対し、利用者に対し十分な支援ができるよう能力のレベル
アップを図るとともに、関係機関との連携強化を進めます。

(７)地域生活支援事業

　①相談支援事業

障害者相談支援事業
（障害者基幹相談支援
センター）

引き続き、出前相談など丁寧な相談支援を行うとともに、関係機関との
連携強化に努め、障害のある人が地域で自立した生活を営むことができ
るように支援します。

基幹相談支援センター
等機能強化事業

引き続き、出前相談など丁寧な相談支援を行うとともに、関係機関との
連携強化に努め、障害のある人が地域で自立した生活を営むことができ
るように支援します。

住宅入居等支援事業
（居住サポート事業）

引き続き、よろず相談窓口である障害者基幹相談支援センターとの一体
運営である強みを活かし、居住に関する相談に限らず幅広い支援を行い
ます。また、病院や相談支援事業所と連携し、相談者の地域移行を支援
します。

成年後見制度利用支援
事業

引き続き、制度の分かりやすい周知に努め、成年後見制度利用支援を行
います。

成年後見制度法人後見
支援事業

引き続き、市民後見人を養成していくよう努めます。

　②発達障害者支援センター運営事業

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

改善
（A）

【次年度
におけ
る取組

等】

発達障害者支援セン
ター運営事業

引き続き、発達障害者支援体制整備検討委員会を開催し、支援体制の現
状と課題について検討を行います。

また、今後も「つばさ」において各種プログラムを行い、多様なニーズ
に対応した機能の強化に取り組みます。

　③障害児療育支援事業

平成28年度も継続して、在宅障害児に対する適切な療育を確保するため
に、専門的療育機能を活用した事業を行うことにより、在宅障害児の福
祉の向上に取り組みます。
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改造助成

　⑨自動車運転免許取得・改造助成事業

引き続き、障害者に創作的活動などの機会の提供、社会との交流の促進
を実施する地域活動支援センターに助成等を行っていきます。

　⑤福祉ホーム

福祉ホーム
引き続き、障害のある人が福祉ホームにおいて低額な料金で、居室その
他の設備を利用でき、日常生活に必要な便宜を受けることができるよう
に運営経費の補助を行うことにより、地域生活を支援します。

手話通訳者派遣事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

要約筆記者派遣事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー派遣事業

例年通り、養成・研修及び派遣を行い、事業の着実な推進を図ります。

移動支援事業
事業周知に努め、事業者の新規参入を促すことで障害者（児）の自立や
社会参加の促進を図ります。

　⑧日中一時支援事業(日帰りショートステイ事業)

日中一時支援事業（日
帰りショートステイ）

引き続き利用者のニーズを把握し、委託事業所の増加を図るなど、必要
なサービス提供体制を維持できるよう勤め、障害者(児)の家族の介護負
担軽減を図ります

運転免許取得助成 広報活動を通じて、制度の周知を図り、助成件数の増加に務めます。

広報活動を通じて、制度の周知を図り、助成件数の増加に務めます。

　⑩意思疎通支援事業

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

改善
（A）

【次年度
におけ
る取組

等】

　⑥日常生活用具給付等事業

介護・訓練支援用具

引き続き利用者のニーズを踏まえつつ、継続実施します。

自立生活支援用具

在宅療育等支援用具

情報・意思疎通支援用
具

排泄管理支援用具

住宅改修費

　⑦移動支援事業

　④地域活動支援センター

地域活動支援センター
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パソコンサポーター養
成・派遣事業

平成２７年度と同様の取り組みを進めます。
障害者差別解消法が求める「合理的配慮」の取組み事例等も参考にする
とともに、新たな技術・機器の開発の動向等を踏まえた支援策を検討し
ていきます。

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
７
年
度

改善
（A）

【次年度
におけ
る取組

等】

障害者スポーツ教室
例年、着実な活動を行っており、平成２８年度も同様の取り組みを継続
的に行います。

　⑫奉仕員養成研修

点訳奉仕員養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

朗読奉仕員養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

手話奉仕員養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

　⑪スポーツレクリエーション教室開催等事業

障害者スポーツ大会
例年、着実な活動を行っており、平成２８年度も同様の取り組みを継続
的に行います。

手話通訳者養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

要約筆記者養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー養成事業

例年通り、養成・研修及び派遣を行い、事業の着実な推進を図ります。
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見込を下回っていますが、順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、現在、国において法改正の手続き（平成３０年４月施行）が
検討されているため、新たな対応等が必要となる可能性があり、国の動
向に注視していく必要があります。

就労継続支援（B型）
《非雇用型》

見込を下回っていますが、順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、平成３０年４月に法改正が行われるため、新たな対応等が必
要となる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

(１)訪問系サービス

居宅介護

当初目標に達していないものの、年々実績としては増加しており、今後
も引き続き高いニーズがあると考えます。
利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、平成３０年４月に法改正が行われるため、新たな対応等が必
要となる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

(２)日中活動系サービス

生活介護

順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。
また、平成３０年４月に法改正が行われるため、新たな対応等が必要と
なる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

自立訓練
（機能訓練）

標準利用期間（2年間）があり、順次、利用者が入れ替わるため、利用状
況に変動が生じることが見込みを下回る要因の一つと考えられます。
が、全体としては順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。
また、平成３０年４月に法改正が行われるため、新たな対応等が必要と
なる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

自立訓練
（生活訓練）

標準利用期間（2年間）があり、順次、利用者が入れ替わるため、利用状
況に変動が生じることが見込みを下回る要因の一つと考えられます。当
初の目標に達していないものの、今後も引き続き高いニーズがあると考
えます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、平成３０年４月に法改正が行われるため、新たな対応等が必
要となる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

就労移行支援

適切なサービス利用が行われています。利用者数の動向については、標
準利用期間が設定されており、順次利用者が入れ替わるため、利用状況
に変動が生じることが見込みを下回る要因の一つと考えられます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、平成３０年４月に法改正が行われるため、新たな対応等が必
要となる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

就労継続支援（A型）
《雇用型》
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福祉型障害児入所支援

昨年度より利用者は減少しており、通所支援への利用が増えたことなど
が考えられますが、様々な問題で施設入所を必要とする障害児について
は、事業所への助言や指導など支援の向上に向けた対応も踏まえて、引
き続き支援を行なっていきます。

医療型障害児入所支援
昨年度より利用者は減少していますが、医療型の施設入所を必要とする
障害児については、事業所への助言や指導など支援の向上に向けた対応
も含めて、引き続き支援を行なっていきます。

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

療養介護

順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、平成３０年４月に法改正が行われるため、新たな対応等が必
要となる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

短期入所

当初目標に近い実績であり、今後も、引き続き高いニーズがあると考え
ます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。
また、平成３０年４月に法改正が行われるため、新たな対応等が必要と
なる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

(３)居宅系サービス

共同生活援助
（グループホーム）

グループホーム利用者数は着実に増加しており、順調に進んでいます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。

施設入所支援

順調なサービス利用が行われています。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。また、平成３０年４月に法改正が行われるため、新たな対応等が必
要となる可能性があり、国の動向に注視していく必要があります。

(４)児童福祉法に基づく障害児支援

児童発達支援

児童発達支援については、利用者は減少したものの、発達障害などに対
する理解や認知も広がっており、順調にサービスの利用が行われていま
すが、事業所の増加に対して、助言や指導など支援の質の向上に向けた
対応の必要性が今後増えていくものと考えられます。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスについては、事業所及び利用者が年々増加する傾
向となっており、順調にサービスの利用が行われています。
また事業所の増加に対して、助言や指導など支援の質の向上に向けた対
応についての必要性が今後増えていくものと考えられます。

保育所等訪問支援
一人ひとり時間を掛け丁寧に対応した結果、見込みを下回る要因の一つ
と考えられますが、全体的に支援事業は順調に行われています。
今後は支援の範囲の拡大など検討することも考えられます。
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住宅入居等支援事業
（居住サポート事業）

相談件数は、前年度増（H27年度　相談者数：393人、延べ相談件数：
1,276件　→　H28年度　相談者数：367人、延べ相談件数：1,229件）と
なっており、順調なサービス利用が行われています。

成年後見制度利用支援
事業

制度利用者数は、新たに開始した件数が6件で、昨年度から引き続き実施
し申立を行なった件数は、7件であり、順調に推移してきています。今後
も制度を分かりやすく周知し、成年後見制度の申し立てが必要な障害者
を制度につなげられるよう努めます。

成年後見制度法人後見
支援事業

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

(５)相談支援（計画相談支援、地域相談支援）

計画相談支援

見込量は、全障害福祉サービスの支給決定者数を対象者とし、全員が計
画相談支援を利用することを指標としています。
平成28年度末現在の対象者は9,063人で計画相談支援利用者は、7,324人
（80.8％）となっているが、セルフプラン、介護ケアプランによる者も
含めると8,973人（99.0％）であり順調に推移しています。

地域移行支援

地域移行支援については昨年度に比べ若干利用者数は減少しています
が、見込み量を上回り、順調なサービス利用が行われています。
精神科病院からの地域移行において、指定一般相談支援事業者と精神科
病院の退院後生活環境相談員とのさらなる連携が必要となってきます。

地域定着支援

支給決定者数は、見込量に達していないものの順調に推移しています。
地域移行支援が増加傾向にあるため地域定着支援についても今後増加し
ていくものと推測されます。

地域定着支援については、利用者数が横ばいとなっていますが、地域移
行支援については年々増加傾向にあり、精神科病院等での制度の認知度
が上がってきていると思われます。
精神科病院からの地域移行において、指定一般相談支援事業者と精神科
病院の退院後生活環境相談員とのさらなる連携が必要となってきます。

(６)障害児相談支援

障害児相談支援

見込量は、障害児通所支援の支給決定者数を対象者とし、全員が障害児
相談支援を利用することを指標としています。
平成28年度末現在の対象者は2,432人で障害児相談支援利用者は、1,776
人（73％）となっているが、セルフプランによる者も含めると2,432人
（100％）であり順調に推移しています。

(７)地域生活支援事業

　①相談支援事業

障害者相談支援事業
（障害者基幹相談支援
センター）

平成27年度からの計画相談支援の本格実施に伴い、基幹相談支援セン
ターのみで対応していたものは減少傾向にあります。述べ相談件数は、
昨年度とほぼ同数です（H27年度21,870件→H28年度22,103件）が、広報
活動の促進や、各種研修会を開催することで障害者基幹相談支援セン
ターの知名度は高くなっており、順調に障害者及び家族等の悩みなどに
対応することができていることから、順調なサービス利用が行われてい
ます。

基幹相談支援センター
等機能強化事業

平成27年度からの計画相談支援の本格実施に伴い、基幹相談支援セン
ターのみで対応していたものは減少傾向にあります。述べ相談件数は、
昨年度とほぼ同数です（H27年度21,870件→H28年度22,103件）が、広報
活動の促進や、各種研修会を開催することで障害者基幹相談支援セン
ターの知名度は高くなっており、順調に障害者及び家族等の悩みなどに
対応することができていることから、順調なサービス利用が行われてい
ます。

第７期までの研修修了者を対象に市民後見人フォローアップ研修を実施
し、６０名が受講した。（第７期までの研修修了者延べ１１６人）
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障害児等療育支援事業

在宅療育等支援用具

情報・意思疎通支援用
具

排泄管理支援用具

住宅改修費

　⑦移動支援事業

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

　②発達障害者支援センター運営事業

発達障害者支援セン
ター運営事業

相談実人数は前年度と比べ929人と概ね変動はなく、昨年度に引き続き多
くの利用者の悩みや不安の解決につなげることができたと考えられる。

今年度も引き続き、各種相談のほか、発達障害支援者の育成に力を入れ
ていきます。

　③障害児療育支援事業

利用者は増加傾向にあり、順調に推移していると考えます。

　④地域活動支援センター

地域活動支援センター

当初目標に近い実績であり、一定の成果を得ていると考えます。
サービス提供体制の充実（良質なサービス提供）のため、事業者への助
言や指導等が必要です。
引き続き、障害者に創作的活動などの機会の提供、社会との交流の促進
を実施する地域活動支援センターに助成等を行っていきます。

　⑤福祉ホーム

福祉ホーム

年度末における利用者数は目標とする値に対して未達成ですが、全体と
しては概ね目標どおり達成していると判断します。

現在、市内には福祉ホームが２ヶ所（定員各10名）となっています。市
内においては、グループホーム等の設置も増加しており、地域における
福祉ホームとしての役割は果たされていると考えます。

利用者への適切なサービスの支給決定の実施や、サービス提供体制の充
実（良質なサービス提供）のため、事業者への助言や指導等が必要で
す。

　⑥日常生活用具給付等事業

介護・訓練支援用具

前年度に比べ助成件数（事業利用者数）が増加していることから事業は
順調に推移していると考えます。

自立生活支援用具

移動支援事業
前年度と比較すると、延べ利用時間は減少していますが、平均利用者数
は微増しており、事業は順調に推移していると考えます。
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改造助成

　⑨自動車運転免許取得・改造助成事業

　⑪スポーツレクリエーション教室開催等事業

障害者スポーツ大会

順調なサービス利用が行われています。

北九州市障害者スポーツ大会の参加者数については、例年500人前後で推
移しています。更なる参加者の増加に向けて、巡回スポーツ教室などで
スポーツ人口の拡大を図ります。

スポーツ大会や教室の開催については、より参加者のニーズに合ったも
のとする必要があります。

障害者スポーツ教室

順調なサービス利用が行われています。

北九州市障害者スポーツ大会の参加者数については、例年500人前後で推
移しています。更なる参加者の増加に向けて、巡回スポーツ教室などで
スポーツ人口の拡大を図ります。

スポーツ大会や教室の開催については、より参加者のニーズに合ったも
のとする必要があります。

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】

　⑧日中一時支援事業(日帰りショートステイ事業)

日中一時支援事業（日
帰りショートステイ）

前年度の利用者数は136人/月で、微減していますが、前年度とほぼ同等
の利用実績となっており、事業は順調に推移していると考えておりま
す。

運転免許取得助成

順調なサービス利用が行われています。

年度により助成件数に変動がありますが、助成件数は概ね見込みどおり
で推移しています。

年度により助成件数に変動がありますが、順調なサービス利用が行われ
ています。

　⑩意思疎通支援事業

手話通訳者派遣事業

平成２８年度の派遣件数は２，９５２件で、見込数：３，９０７件を下
回っています。平成２８年４月から施行された「障害者差別解消法」に
より、障害者の社会参加活動が活発になることが予想され、派遣件数が
増加する可能性があるため、今後も実績数の把握に努めます。

派遣件数は増加傾向にあり、今後も引き続き高いニーズがあると考えま
す。

要約筆記者派遣事業

平成２８年度の派遣件数は２１３件で、見込数：２５２件を下回ってい
ます。平成２８年４月から施行された「障害者差別解消法」により、障
害者の社会参加活動が活発になることが予想され、派遣件数が増加する
可能性があるため、今後も実績数の把握に努めます。
会議やセミナー等の団体利用も増えていますが、個人利用が特に増加し
ており、派遣件数は増加傾向にあります。

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー派遣事業

順調なサービス利用が行われています。

平成２８年度の派遣件数は２２７件で、年々増加しており、事業に対す
るニーズが高まっていると考えられます。
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要約筆記者養成事業

平成２８年度の修了者数は９人で、見込数：１６人を下回っています。
受講者・修了者の確保のため平成２８年度からは、受講者の負担軽減を
目的として、養成期間を従来の２ヵ年から１ヵ年に変更して実施してい
ます。

支援計画上の指標は要約筆記奉仕員の養成ですが、平成24年度から、法
律の改正に伴い、要約筆記者の養成を２ヵ年（前期・後期）で実施し、
平成28年度からは、受講者の確保のため養成期間を1年間に変更して実施
しています。

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー養成事業

平成２８年度については、既登録者を対象としたレベルアップ研修を実
施しました。修了者数の着実な増加を図る必要があります。

パソコンサポーター養
成・派遣事業

平成２８年度の修了者数は８人で、見込数：９人を下回っていますが、
概ね見込みどおり養成しています。
情報通信技術の発展を充分に活用できるよう、情報収集に努める必要が
あります。

　⑫奉仕員養成研修

点訳奉仕員養成事業

平成２８年度の修了者は７人で、見込数：１７人を下回っています。引
き続き、受講者・修了者の確保のため、事業の周知を図っていきます。

平成２８年度は、９名が受講し７名が修了しました。養成講座のみでは
不十分なため、スキルアップのための講習会も実施しています。

朗読奉仕員養成事業

平成２８年度の修了者は７人で、見込数：１０人を下回っています。引
き続き、受講者・修了者の確保のため、事業の周知を図っていきます。

平成２８年度は、８名が受講し７名が修了しました。養成講座のみでは
不十分なため、スキルアップのための講習会も実施しています。

手話奉仕員養成事業

順調なサービス利用が行われています。

平成２８年度は、９５名が受講し８０名が修了しました。受講者・修了
者の拡大に向けて、引き続き事業の周知を行います。

手話通訳者養成事業

順調なサービス利用が行われています。

平成２８年度は、２６名が受講し２２名が修了しました。受講者・修了
者の拡大に向けて、引き続き事業の周知を行います。

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

評価
（Ｃ）

【目標等
を踏ま
えた評
価、改
善方策
（案）】
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評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

協議会
等意見
【評価等
に対す
る意見】

(１)訪問系サービス

　(　特になし　)

(２)日中活動系サービス

○　療養介護事業など、見込み量にみるニーズと利用実績数を正しく把握し、今後予定され
　　ている増床などについて、量的規制などを含め適切に実施してください。

(３)居宅系サービス

○　グループホームは、地域で暮らし続けていくために、とてもニーズの高いサービスで
　　す。支援する側の専門性も含めて、事業者への助言や指導をお願いします。

(４)児童福祉法に基づく障害児支援

○　利用実績数の増減結果の検証を行ってください。実績数が見込み量より少ないものに
　　ついて、ニーズが無いのか、提供体制が不足しているのか、原因の分析をすすめ、
　　対応を検討してください。

(５)相談支援（計画相談支援、地域相談支援）

　(　特になし　)

(６)障害児相談支援

　(　特になし　)

(７)地域生活支援事業

　(　特になし　)
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評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

改善
（A）

【次年度
におけ
る取組

等】

(１)訪問系サービス

居宅介護

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

(２)日中活動系サービス

生活介護
今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

自立訓練
（機能訓練）

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

自立訓練
（生活訓練）

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

就労移行支援
今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

就労継続支援（A型）
《雇用型》

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

就労継続支援（B型）
《非雇用型》

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

療養介護
今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

短期入所
今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービスの支給決
定の実施等に努めます。

(３)居宅系サービス

共同生活援助
（グループホーム）

今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

施設入所支援
今後ともサービス提供体制の充実や利用者への適切なサービス利用の決
定等に努めます。

(４)児童福祉法に基づく障害児支援

児童発達支援
利用者のニーズに対して適切なサービスが提供されているかなど検証を
行い、支援の質の向上や適切な利用に向けた事業所への助言や指導など
に努めます。

放課後等デイサービス
利用者のニーズに対して適切なサービスが提供されているかなど検証を
行い、支援の質の向上や適切な利用に向けた事業所への助言や指導など
に努めます。

保育所等訪問支援
利用者のニーズに対して適切なサービスが提供されているかなど検証を
行い、支援の質の向上や適切な利用に向けた事業所への助言や指導など
に努めます。

福祉型障害児入所支援
利用者のニーズに対して適切なサービスが提供されているかなど検証を
行い、支援の質の向上や適切な利用に向けた事業所への助言や指導など
に努めます。

医療型障害児入所支援
利用者のニーズに対して適切なサービスが提供されているかなど検証を
行い、支援の質の向上や適切な利用に向けた事業所への助言や指導など
に努めます。
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障害児等療育支援事業

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

改善
（A）

【次年度
におけ
る取組

等】

(５)相談支援（計画相談支援、地域相談支援）

計画相談支援
自立支援協議会で開催する連絡会議や研修会を通じて指定特定相談支援
事業者に対し、利用者に対し十分な支援ができるよう能力のレベルアッ
プを図るとともに、関係機関との連携強化を進めます。

地域移行支援
自立支援協議会で開催する連絡会議や研修会などを通じて、指定一般相
談支援事業者が申請者に対し十分なサービス提供ができるよう能力のレ
ベルアップを図るとともに、関係機関との連携強化を進めます。

地域定着支援
自立支援協議会で開催する連絡会議や研修会などを通じて、指定一般相
談支援事業者が申請者に対し十分なサービス提供ができるよう能力のレ
ベルアップを図るとともに、関係機関との連携強化を進めます。

(６)障害児相談支援

障害児相談支援
自立支援協議会で開催する連絡会議や研修会を通じて指定特定相談支援
事業者に対し、利用者に対し十分な支援ができるよう能力のレベルアッ
プを図るとともに、関係機関との連携強化を進めます。

(７)地域生活支援事業

　①相談支援事業

障害者相談支援事業
（障害者基幹相談支援
センター）

引き続き、出前相談など丁寧な相談支援を行うとともに、関係機関との
連携強化に努め、障害のある人が地域で自立した生活を営むことができ
るように支援します。

基幹相談支援センター
等機能強化事業

引き続き、出前相談など丁寧な相談支援を行うとともに、関係機関との
連携強化に努め、障害のある人が地域で自立した生活を営むことができ
るように支援します。

住宅入居等支援事業
（居住サポート事業）

引き続き、よろず相談窓口である障害者基幹相談支援センターとの一体
運営である強みを活かし、居住に関する相談に限らず幅広い支援を行い
ます。また、病院や相談支援事業所と連携し、相談者の地域移行を支援
します。

成年後見制度利用支援
事業

引き続き、制度の分かりやすい周知に努め、成年後見制度利用支援を行
います。

成年後見制度法人後見
支援事業

引き続き、市民後見人を養成していくよう努めます。

　②発達障害者支援センター運営事業

発達障害者支援セン
ター運営事業

今後も引き続き、各種相談のほか、発達障害支援者の育成に力を入れて
いきます。

　③障害児療育支援事業

在宅障害児に対する適切な療育を確保するために、専門的療育機能を活
用した事業を行うことにより、在宅障害児の福祉の向上に取り組みま
す。
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改造助成

評
価

（
C

）
→
改
善

（
A

）

平
成
２
８
年
度

改善
（A）

【次年度
におけ
る取組

等】

　④地域活動支援センター

地域活動支援センター
引き続き、障害者に創作的活動などの機会の提供、社会との交流の促進
を実施する地域活動支援センターに助成等を行っていきます。

　⑤福祉ホーム

福祉ホーム
引き続き、障害のある人が福祉ホームにおいて低額な料金で、居室その
他の設備を利用でき、日常生活に必要な便宜を受けることができるよう
に運営経費の補助を行うことにより、地域生活を支援します。

　⑥日常生活用具給付等事業

介護・訓練支援用具

引き続き利用者のニーズを踏まえつつ、継続実施します。

自立生活支援用具

在宅療育等支援用具

情報・意思疎通支援用
具

排泄管理支援用具

住宅改修費

　⑦移動支援事業

　⑩意思疎通支援事業

手話通訳者派遣事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

要約筆記者派遣事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー派遣事業

例年通り、養成・研修及び派遣を行い、事業の着実な推進を図ります。

移動支援事業
従来の個別型支援に加えて、平成２９年度より、より利用しやすい事業
になるようグループ型支援を導入します。

　⑧日中一時支援事業(日帰りショートステイ事業)

日中一時支援事業（日
帰りショートステイ）

引き続き利用者のニーズの把握に努め、当該事業実施可能な委託事業所
の増加を図るなど、必要なサービス提供体制を維持できるよう勤め、障
害者(児)の家族の介護負担軽減を図ります

　⑨自動車運転免許取得・改造助成事業

運転免許取得助成 広報活動を通じて、制度の周知を図り、助成件数の増加に努めます。

広報活動を通じて、制度の周知を図り、助成件数の増加に努めます。
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　⑪スポーツレクリエーション教室開催等事業

障害者スポーツ大会
例年、着実な活動を行っており、平成２９年度も同様の取り組みを継続
的に行います。

障害者スポーツ教室
例年、着実な活動を行っており、平成２９年度も同様の取り組みを継続
的に行います。

　⑫奉仕員養成研修

点訳奉仕員養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

朗読奉仕員養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

手話奉仕員養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

手話通訳者養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

要約筆記者養成事業 例年どおり、養成及び派遣を実施し、事業の着実な推進を図ります。

盲ろう者通訳・ガイド
ヘルパー養成事業

例年通り、養成・研修及び派遣を行い、事業の着実な推進を図ります。

パソコンサポーター養
成・派遣事業

平成２８年度と同様の取り組みを進めます。
障害者差別解消法が求める「合理的配慮」の取組み事例等も参考にする
とともに、新たな技術・機器の開発の動向等を踏まえた支援策を検討し
ていきます。

25 ページ


